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 埼玉県商工団体連合会（埼商連）は２月２７日、東

京電力福島第一原発事故によって埼玉県内のさまざ

まな業者が受けた損害について、東京電力に賠償させ

るよう埼玉県に申し入れました。 

県が先頭に立って働きかけを 
 申し入れは、①「風評被害」により販売不可能とな

った県内の農産物・工業製品もすべて損害賠償の対象

とする②観光業・サービス業の原発事故による減収に

ついても賠償する③計画停電で受けた損害も賠償の

対象にする④発電コスト増大を理由にした電気料金

値上げをしないこと、の４点を東京電力に要望するよ

う、県に求めるものです。 

 参加者は、確定申告の作業を通じて原発事故の影響

の大きさが明らかになったと説明。日本製品は放射能

汚染があるからと外国の取引先から仕事をキャンセ

ルされた製造業者や、外国からの観光客が激減して仕

事がなくなったバス業者、計画停電のため営業できな

くなり人件費や商品仕入れに多大な影響を受けたコ

ンビニエンスストア経営者などの事例を示し、県が先

頭に立って東電に働きかけてほしいと訴えました。 

 県の松岡進産業労働部長が応対。日本共産党の柳下

礼子、村岡正嗣の両県議が同席しました。 

日本共産党埼玉県議団ほっとＮＥＷＳ 
ＮＯ．４６ 

２０１２年２月２８日 日本共産党埼玉県議団 

電話 048-824-3413 

お茶以外の県産品・サービスにも損害賠償を 

福島原発事故めぐり埼商連が県に協力を要請 

県立小児医療センターで知事に質問します 

予算特別委員会 

柳下質問傍聴のご案内 
 
時 ３月６日（火） 
午後１時５０分より２０分間 

質問者 柳下礼子県議団長 

質問内容 県立小児医療センター存続を求め、患者

家族に直接の説明を知事に迫る。 
傍聴手続 午後１時３０分までに県議会棟５階第

１会議室集合（それ以降は、議会棟４階

の傍聴ロビーに直接） 
 

＊質問後、第 1 会議室で交流会をします。 
 
 
センター存続を求める 

患者会の署名提出会 
 

３月１５日（木）午後２時３０分より 

集合 午後２時までに 

県議会５階の第１会議室へ 


